令和８年７月以降、法定雇用率は２．７％となります！
雇入れ計画書 記入例（事業主全体）

・直前の6月1日時点で雇用障害者数が法定雇用障害者数未満であったものの、現時点では雇用障害者数が法定雇用障害者数以上になっている場合は、「計画の基礎とする雇用状況」欄のみに記載して下さい。

・「計画１期」の「期末」は、始期から1年以内の日として下さい。
・計画期間が「計画１期」で終了する場合は、「計画１期」の「期末」を「終期」として下さい。
・「始期」は、障害者雇入れ計画の提出期限の翌日から１月以内の日として下さい。
・「終期」は、始期から２年以内の日を設定して下さい。





◆「常用雇用労働者」の総数の算定
　常用雇用労働者の総数は、“常用雇用労働者数（週所定労働時間30時間以上の者）”＋“短時間労働者数（週所定労働時間20時間以上30時間未満の者）”×0.5となります。

◆「障害者」の数の算定
・重度身体障害者又は重度知的障害者
 　　　･･･１人を２人として算定
・重度身体障害者以外の身体障害者又は重度
知的障害者以外の知的障害者
･･･１人を１人として算定
・精神障害者 ･･･１人を１人として算定
・重度身体障害者又は重度知的障害者である
短時間労働者
･･･１人を１人として算定
・重度身体障害者以外の身体障害者又は重度
知的障害者以外の知的障害者である短時間
[bookmark: _Hlk168593290]労働者　 　･･･１人を０．５人として算定
・精神障害者である短時間労働者
･･･1人を１人として算定
　・精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害　
　　者である特定短時間労働者（週所定労働時間
が10時間以上20時間未満の方）
　　　　　 ･･･１人を０．５人として算定　
　　　　

常用雇用労働者及び障害者の数の
算定について

　　　　　　　　　　	


	・「計画の基礎とする雇用状況」は、常用雇用労働者の総数等について、当該企業に属する本社、支社、支店、営業所、工場、事務所等すべての事業所の合計数を記載して下さい。
・なお、調査年月日は、できる限り計画の始期に近い時点として下さい。


様式第２号その１（第５条関係）・「ニ」欄は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則別表第４の除外率設定業種に掲げる業種に該当する事業所がある場合には、事業所ごとに「除外する常用雇用労働者の数」を算出し（１人未満の端数は切り捨て）、その数を「ハ」欄の数から控除した数を記載して下さい。
除外率が設定されている事業所がない場合は、「ハ」欄と同数となります。（小数点以下第1位まで）
・「ヌ」「タ」「ネ」、「ナ」欄は小数点以下第１位まで記載して下さい。
・「ラ」欄の実雇用率は、小数点以下第３位を四捨五入した数を記載して下さい。
・「ム」欄は、「ニ」欄の数に障害者雇用率１００分の２．７（障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２に掲げる特殊法人等にあっては、１００分の３．０）を乗じて得た数（１人未満の端数は切り捨てる）を記載してください。
・「ウ」欄は、「ム」欄の数から「ナ」欄の数を控除した数を記載して下さい。（小数点以下第1位まで）
・「雇入れ予定数」は、計画期間中に雇入れを予定する常用雇用労働者、身体障害者、知的障害者又は精神障害者の数を記載して下さい。
・なお、記載する数の算定にあたっては、新規雇入れ予定数から定年退職等の離職予定数を差し引くほか、下の「常用雇用労働者及び障害者の数の算定について」をご参照下さい。

・大阪府外に主たる
事業所を置き、かつ、
大阪府内に支社・支
店等の事業所を置く
事業主
・障害者の雇用の促
進等に関する法律第
４４条第１項に規定
する親事業主、第４
５条の２第１項に規
定する関係親事業
主、第４５条の３第
１項に規定する特定
組合等が障害者雇入
れ計画書を提出する
場合
⇒詳しくはその２の記載要領をご覧下さい。
事業所用（その２）を提出していただく事業主について

	　　　　障害者雇入れ計画書　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年７月１０日
大阪府知事　様
　　大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例第18条第１項の規定により、次のとおり提出します。

	イ　事　業　主
	　　
住所

（ふりがな）
名称
氏名
（法人にあっては、主たる事業所の所在地及び代表者の氏名）
	
〒　540-○○○○　（電話番号）072-○○-○○○○
大阪市 (おおさかし)中央区 (ちゅうおうく)○○町 (まるまるちょう)○ (まる)－○ (まる)－○ (まる)

　社会 (しゃかい)福祉 (ふくし)法人 (ほうじん)○ (まる)○ (まる)○ (まる)○ (まる)
　　
理事長 (りじちょう)　○ (まる)○ (まる)　○ (まる)○ (まる)

	計画の始期及び終期

	
	
	
	始期
	令和８年７月１日

	
	
	
	終期
	令和１０年６月３０日

	ロ　計画期間における労働者の雇入れ予定数及び各期末において見込まれる雇用の状況

	区分
	計画の基礎とする雇用状況

（8.7.1）
	計画１期
（始期～　　　）
	計画最終期
（　　　～終期）
	計画期間における雇入れ予定数の合計

	
	
	
雇入れ
予定数
	期末において見込まれる雇用の状況
	
雇入れ
予定数
	期末において見込まれる雇用の状況
	

	ハ　常用雇用労働者の総数
	380.0人
	5.0人
	385.0人
	5.0人
	390.0人
	　10.0人

	ニ　法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者の数
	344.0人
	　
	346.0人
	　　　
	　348.0人
	

	障　　　　　害　　　　　者　　　　　の　　　　　数
	（ホ）　重度身体障害者の数
	1人
	

	
	（ヘ）　重度身体障害者以外の身体障害者の数
	1人
	

	
	（ト）　重度身体障害者である短時間労働者の数
	0人
	

	
	（チ）　重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者の数
	0人
	

	
	（リ）　重度身体障害者である特定短時間労働者の数　
	1人
	

	
	（ヌ）　身体障害者の数
［（ホ×２）＋ヘ＋ト＋｛（チ＋リ）×0.5｝］
	3.5人
	

	
	（ル）　重度知的障害者の数
	1人
	

	
	（ヲ）　重度知的障害者以外の知的障害者の数
	1人
	

	
	（ワ）　重度知的障害者である短時間労働者の数
	0人
	

	
	（カ）　重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者の数
	0人
	

	
	（ヨ）　重度知的障害者である特定短時間労働者の数
	0人
	

	
	（タ）　知的障害者の数
［（ル×２）＋ヲ＋ワ＋｛（カ＋ヨ）×0.5｝］
	3.0人
	

	
	（レ）　精神障害者の数
	0人
	

	
	（ソ）　精神障害者である短時間労働者の数
	1人
	

	
	（ツ）　精神障害者である特定短時間労働者の数
	1人
	

	
	（ネ）　精神障害者の数［レ＋ソ＋（ツ×0.5）］
	1.5人
	

	ナ　計　［ヌ＋タ＋ネ］
	8.0人
	0.5人
	8.5人
	0.5人
	9.0人
	1.0人

	ラ　実雇用率　［ナ／ニ×100］
	2.32％
	
	2.45％
	
	　2.58％
	

	ム　法定雇用障害者数
	9人
	
	9.0人
	
	9.0人
	

	ウ　身体障害者、知的障害者又は精神障害者の不足数
［ム－ナ］
	1.0人
	
	0.5人
	
	　0.0人
	

	備考





　◆「常用雇用労働者」の総数の算定
常用雇用労働者の総数は、“常用雇用労働者数（週所定労働時間30時間以上の者）”＋“短時間労働者数（週所定労働時間20時間以上30時間未満の者）”
×0.5となります。
◆「障害者」の数の算定
・重度身体障害者又は重度知的障害者･･･１人を２人として算定
・重度身体障害者以外の身体障害者又は重度知的障害者以外の知的障害者･･･１人を１人として算定
・精神障害者 ･･･１人を１人として算定
・重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者･･･１人を１人として算定
・重度身体障害者以外の身体障害者又は重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者･･･１人を０．５人として算定
・精神障害者である短時間労働者･･･1人を１人として算定
　・精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者である特定短時間労働者（週所定労働時間が10時間以上20時間未満の方）･･･１人を０．５人として算定

　　　
常用雇用労働者及び障害者の数の算定について








・「ツ」欄は、「ニ」欄の数に障害者雇用率１００分の２．５（障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２に掲げる特殊法人等にあっては、１００分の２．８）を乗じて得た数（１人未満の端数は切り捨てる）を記載してください。
・「ウ」欄は、「ム」欄の数から「ナ」欄の数を控除した数を記載して下さい。
・「雇入れ予定数」は、計画期間中に雇入れを予定する常用雇用労働者、身体障害者、知的障害者又は精神障害者の数を記載して下さい。
・なお、記載する数の算定にあたっては、新規雇入れ予定数から定年退職等の離職予定数を差し引くほか、右の「常用雇用労働者及び障害者の数の算定について」をご参照下さい。

・大阪府外に主たる事業所を置き、かつ、大阪府内に支社・支店等の事業所を置く事業主
・障害者の雇用の促進等に関する法律第４４条第１項に規定する親事業主、第４５条の２第１項に規定する関係親事業主、第４５条の３第１項に規定する特定組合等が障害者雇入れ計画書を提出する場合
⇒詳しくはその２の記載要領をご覧下さい。
・各欄の数値は、「ラ」を除き、小数点以下第１位まで記載して下さい。
・「ラ」欄の実雇用率は、小数点以下第３位を四捨五入した数を記載して下さい。
雇入れ計画書 記入例（事業所用）


　　　　　　　　　　＜様式第２号その２を提出していただく事業主＞

●大阪府外に主たる事業所を置き、かつ、大阪府内に支社・支店等の事業所を置く事業主の場合
・様式第２号その１に、事業主全体の障害者雇入れ計画を記入して下さい。様式第２号その２には、府内の事業所の障害者雇入れ計画を記入して下さい。
（雇入れ予定が０名であっても記入して下さい。また、府内に複数事業所がある場合は、事業所ごとにその２を作成して下さい。）

●障害者の雇用の促進等に関する法律第４４条第１項に規定する親事業主、第４５条の２第１項に規定する関係親事業主、第４５条の３第１項に規定する特定組合等が障害者雇入れ計画書を提出する場合・・・特例子会社、関係会社、関係子会社又は特定事業主に係る障害者雇入れ計画は、様式第２号その２に記入して下さい。









　　　


・「計画１期」の「期末」は、始期から1年以内の日として下さい。
・計画期間が「計画１期」で終了する場合は、「計画１期」の「期末」を「終期」として下さい。





様式第２号その２（第５条関係）・「計画１期」の「期末」は、始期から1年以内の日として下さい。
・計画期間が「計画１期」で終了する場合は、「計画１期」の「期末」を「終期」として下さい。
例：始期が令和8年7月1日の場合は、令和9年6月30日まで
・ 「常用雇用労働者の総数」は、“常用雇用労働者の数（短時間労働者を除く）”＋“短時間労働者の数×０．５”となります。（『雇入れ計画書記入例（事業主全体）』右の「常用雇用労働者及び障害者の数の算定について」をご参照下さい。）

・「ヌ」「タ」「ネ」「ナ」欄は小数点以下第１位まで記載して下さい。

			障害者雇入れ計画書（事業所用）　　　　　　　　　　　　　令和８年７月１０日
大阪府知事　様
大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例第18条第１項の規定により、次のとおり提出します。

	イ　事　業　主
	
事業所の所在地

（ふりがな）
名称
氏名
（法人にあっては、代表者の氏名）
	〒　540-○○○○　　（電話番号）06－○○○○－○○○○
茨木市 (いばらきし)○○町 (まるまるちょう)○ (まる)－○ (まる)－○ (まる)
　
　□ (しかく)□ (しかく)株式 (かぶしき)会社 (がいしゃ)大阪 (おおさか)支店 (してん)
代表 (だいひょう)取締役 (とりしまりやく)　□ (しかく)□ (しかく)　□ (しかく)□ (しかく)
　

	ロ　計画期間における労働者の雇入れ予定数及び各期末において見込まれる雇用の状況

	区分
	計画の基礎とする雇用状況

（8.6.1）
	計画１期
（始期～　　　）
	計画最終期
（　　　～終期）
	計画期間における雇入れ予定数の合計

	
	
	雇入れ
予定数
	期末において見込まれる雇用の状況
	雇入れ
予定数
	期末において見込まれる雇用の状況
	

	ハ　常用雇用労働者の総数
	50.0人
	1.0人
	51.0人
	1.0人
	　52.0人
	　　2.0人

	ニ　法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者の数
	50.0人
	　
	51.0人
	　
	52.0人
	

	障　　　　　害　　　　　者　　　　　の　　　　　数
	（ホ）　重度身体障害者の数
	0人
	

	
	（ヘ）　重度身体障害者以外の身体障害者の数
	0人
	

	
	（ト）　重度身体障害者である短時間労働者の数
	0人
	

	
	（チ）　重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者の数
	0人
	

	
	（リ）　重度身体障害者である特定短時間労働者の数　
	0人
	

	
	（ヌ）　身体障害者の数
［（ホ×２）＋ヘ＋ト＋｛（チ＋リ）×0.5｝］
	0.0人
	

	
	（ル）　重度知的障害者の数
	0人
	

	
	（ヲ）　重度知的障害者以外の知的障害者の数
	0人
	

	
	（ワ）　重度知的障害者である短時間労働者の数
	0人
	

	
	（カ）　重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者の数
	0人
	

	
	（ヨ）　重度知的障害者である特定短時間労働者の数
	0人
	

	
	（タ）　知的障害者の数
［（ル×２）＋ヲ＋ワ＋｛（カ＋ヨ）×0.5｝］
	0.0人
	

	
	（レ）　精神障害者の数
	0人
	

	
	（ソ）　精神障害者である短時間労働者の数
	0人
	

	
	（ツ）　精神障害者である特定短時間労働者の数
	0人
	

	
	（ネ）　精神障害者の数［レ＋ソ＋（ツ×0.5）］
	0.0人
	

	ナ　計　［ヌ＋タ＋ネ］
	0.0人
	0.0人
	0.0人
	1.0人
	　1.0人
	　　1.0人

	備考




・「雇入れ予定数」は、計画期間中に雇入れを予定する常用雇用労働者、身体障害者、知的障害者又は精神障害者の数を記載して下さい。
・なお、記載する数の算定にあたっては、新規雇入れ予定数から定年退職等の離職予定数を差し引くほか、『雇入れ計画書記入例（事業主全体）』右の「常用雇用労働者及び障害者の数の算定について」をご参照下さい。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　











